平成１８年４月１日

（社）物理探査学会

　　　会員各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）物理探査学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　牛島恵輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政委員長　中野　修

お　知　ら　せ

拝啓　

会員の皆様には、日頃学会の発展のために学会活動にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、消費税につきまして、平成１６年４月１日の消費税の改定に伴い、事業収入が１，０００万円を超える場合、消費税が課税されることになり、２年間の猶予期間経て、当学会も平成１８年度の事業から消費税（５％）が課税されることになりました。

したがいまして、４月以降、非課税となる会費、寄付金を除く、学術講演会等の各種行事の参加費、並びに当学会が販売している書籍類に消費税（５％）を課税させていただくことになります。

つきましては、会員の皆様にはご理解、ご協力をいただきたく よろしくお願い申し上げます。　

敬具

